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電気通信事業法第33条第２項及び第７項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

                   旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附  則（平成 23 年６月 13 日西相シ第１号） 

この改正規定は、平成 23 年６月 27 日から実施します。 
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第 18 節の２ 形態６―３ 

第 88 条の２ （略） 

（接続方式） 

第 88 条の３ ＮＴＴ－ＣＳ２．１による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続

方式は次のとおりとします。 

（１）～（８） （略） 

２ （略） 

３ ＮＴＴ－ＣＳ２．３による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次の

とおりとします。 

（１）～（２） （略） 

（３） 直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ信号により通知する電

気通信番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第 82 号）を準用することとし

ます。なお、直接協定事業者は当社の加入者交換機から直接協定事業者網又は間

接協定事業者網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要しま

す。 

ただし、試験番号については本項（８）に規定します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で呼を接続するために

直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ接続オペレーション

により通知する番号の構成は次のとおりとします。 

（ア）～（カ） （略） 

 

 

 

イ～ウ （略） 

（４）～（８） （略） 

第 18 節の２ 形態６―３ 

第 88 条の２ （略） 

（接続方式） 

第 88 条の３ ＮＴＴ－ＣＳ２．１による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続

方式は次のとおりとします。 

（１）～（８） （略） 

２ （略） 

３ ＮＴＴ－ＣＳ２．３による当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次の

とおりとします。 

（１）～（２） （略） 

（３） 直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ信号により通知する電

気通信番号は電気通信番号規則（平成９年郵政省令第 82 号）を準用することとし

ます。なお、直接協定事業者は当社の加入者交換機から直接協定事業者網又は間

接協定事業者網へ接続するための電気通信番号を当社に通知することを要しま

す。 

ただし、試験番号については本項（８）に規定します。 

ア 当社網と直接協定事業者網間又は間接協定事業者網間で呼を接続するために

直接協定事業者網のＳＣＰから当社網の加入者交換機へ接続オペレーション

により通知する番号の構成は次のとおりとします。 

（ア）～（カ） （略） 

（キ）  ０Ａ０    ＋  ＣＤＥＦ  ＋ ＧＨＪＫ 

サービス識別番号     事業者識別番号     加入者番号 

有効受信桁数は９桁から 11 桁とします。 

イ～ウ （略） 

（４）～（８） （略） 
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第 88 条の４～第 88 条の７ （略） 

 

第 88 条の４～第 88 条の７ （略） 

 

 


